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令和２年第４回邑南町議会定例会議事日程（第２号） 
 

令和２年６月５日（金）午前９時 30 分開議  

 

 

 開議宣告 

 

  議事日程の報告 

 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

 

日程第２ 議案の質疑 

 

議案第 74号 邑南町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改 

       正について 

 

議案第 75号 邑南町税条例の一部改正について 

 

議案第 76号 邑南町国民健康保険税条例の一部改正について 

 

議案第 77号 邑南町後期高齢者医療に関する条例の一部改正について 

 

議案第 78号 邑南町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する 

       条例の一部改正について 

 

議案第 79号 邑南町長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の制定について 

 

議案第 80号 令和２年度邑南町一般会計補正予算第３号について 

 

議案第 81号 令和２年度邑南町国民健康保険事業特別会計補正予算第２号について 

 

議案第 82号 令和２年度邑南町国民健康保険直営診療所事業特別会計補正予算第１号 

       について 

 

議案第 83号 令和２年度邑南町下水道事業特別会計補正予算第１号について 

 

議案第 84号 令和２年度邑南町水道事業会計補正予算第１号について 

 

 



 

令和２年第４回 邑南町議会定例会（第２目） 会議録 

【令和２年６月５日（金）】 

―― 午前９時30分 開議 ―― 

 

～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

開議宣告 

 

●山中議長（山中康樹）  おはようございます。これより、本日の会議を開きます。本日

の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりでございます。 

 

～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

 

●山中議長（山中康樹）  日程第１、会議録署名議員の指名をいたします。４番、和田議

員、５番、宮田議員、お願いをいたします。 

 

～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

日程第２ 議案の質疑 

 

●山中議長（山中康樹）  日程第２、議案の質疑。これより、議案第７４号から議案第８

４号までの質疑を行います。はじめに、議案第７４号に対する質疑に入ります。質疑はあり

ませんか。 

 

●大和議員（大和磨美）  １番。 

 

●山中議長（山中康樹）  １番大和議員。 

 

●大和議員（大和磨美）  今回コロナウイルス感染予防対策ということで、議案の説明に

関しては書面が配られて、それを提案理由の説明に代えるということで頂いたんですけれど

も、その中にこの議案第７４号の提案理由が詳しく書いてなかったので提案理由をお願いし

ます。 

 

○三上総務課長（三上直樹）  議長、番外。 

 

●山中議長（山中康樹）  三上総務課長。 

 

○三上総務課長（三上直樹）  議案第７４号に関しましては、特別職の職員で常勤のもの

の給与及び旅費に関する条例の一部改正ということで、町長から申し出のありました新型コ

ロナウイルス感染拡大に伴う、町内飲食宿泊事業者などで厳しい経営が続いている状況を考

え、期末手当を受けないゆう意思表明をされたことに伴いまして、それが実現が出来るよう

条例の改正を提案させていただいたものでございます。 



 

●大和議員（大和磨美）  １番。 

 

●山中議長（山中康樹）  １番。 

 

●大和議員（大和磨美）  ということは、心情的な理由ということで解釈してよろしいん

でしょうか。 

 

○石橋町長（石橋良治）  はい、番外。 

 

●山中議長（山中康樹）  石橋町長。 

 

○石橋町長（石橋良治）  心情的っていうのは色々捉え方があると思いますんで、そうい

うような表現よりも、私は敢えて言うなら非常に苦しい経済状況の中で、苦しみを共有する

と、こうゆうことであります。それを自ら課すとゆうことで今回提案をさせていただいとる

訳でございます。詳しい説明は５月の臨時議会では述べましたので、それ以上は申し上げま

せんけども、一言で言うならそういうことであります。 

 

●山中議長（山中康樹）  他にはありませんか。７番、大屋議員。 

 

●大屋議員（大屋光宏）  今回この条例を提案するにあたりまして、報酬審議会、邑南町

特別職報酬等審議会の開催しなかった理由を教えてください。 

 

●山中議長（山中康樹）  三上総務課長。 

 

○三上総務課長（三上直樹）  邑南町特別職の報酬審議会条例の方には、「町長は町議会議

員の議員報酬の額並びに町長、副町長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しよ

うとする時は、あらかじめ当該議員報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。」と

いう規定がございまして、こちらの方には町長、副町長及び教育長の給料ということで規定

がしてございます。この度は手当でございますので必要が無いというふうに判断をさせてい

ただいております。 

 

●山中議長（山中康樹）  ７番。 

 

●大屋議員（大屋光宏）  条例の読み方は多々あるんだと思いますが、給料の額に関する

条例ですので一般的な解釈は、その条例ってゆうのは邑南町特別職の職員で常勤のものの給

与及び旅費に関する条例を出す場合はってゆうことであって、中身の給料と給与、そこまで

厳格に分けたものでは無いんだと思います。他の自治体を見ても、ほぼ同じ条例が作ってあ

って期末手当改定の時もちゃんと報酬審議会を開いてます。先ほど課長言われたとおり第２

条の次のとこには、２項として「町長は前項に規定するもののほか特に必要と認める事項に



ついては審議会の意見を聴くことができる」であって、除外規定よりは必要と思えばどんど

ん意見を聴きなさいということです。先ほど町長が答えられたようなり、今回苦しみを共有

するということで期末手当をカットするということがどうなのかっていうのを皆さんに聴い

て出すっていうのが本来の姿で、それがあれば私たち議員も自分たちは痛みを伴わなくて人

の分だけをカットするのか。それが本当に正しいのかっていうのも第三者の意見を聴いて出

されたんであれば全く問題はないんですが、そこをなぜ厳密にされたのか。本来は、これ作

られたのが平成２８年の１２月ですので、その時に作った目的はその時の年度の３月に期末

手当を改正するために作られたんだと思います。ですので、現在の期末手当は報酬審議会の

意見を聴いて作られた期末手当ですんで、それを変えるんであれば報酬審議会にかけるべき

だと思います。前回、必要の無いことをされて出したっていうことなのか、敢えて今回そこ

まで給料と給与をなぜ分けたのか。もう一度教えてください。 

 

●山中議長（山中康樹）  総務課長。 

 

○三上総務課長（三上直樹）  議員ご指摘の、２９年の３月議会にこのいわゆる審議会の

条例を提案した時の、その審議会に諮問をしている内容につきましては、農業委員会の報酬

や非常勤のものの報酬や費用弁償等四つの議題をかけさせていただいております。これは

元々邑智郡全体で報酬を審議されていたものが、その町村会での審議が、諮問機関による審

議が無くなったということから、邑南町でそういった機関が必要であろうという判断の下に

提案をさせていただいたものだというふうに考えております。そういうことでございますの

で、その中に一つ期末手当の件についてもあったかというふうには思いますけれども、特に

じゃあその時になぜかけて今回かけないかということでございますが、事務方といたしまし

ては今回６月の期末手当の減額、受け取らないという町長の思いに対して、それを実現する

ためにということで、事務方としてそのような判断をさせていただいたものでございます。 

 

●山中議長（山中康樹）  ７番。 

 

●大屋議員（大屋光宏）  そのような判断というところが、きちっと言葉にしていただけ

ないとわからないんですけど、減額だからとかではなくて元々のはじまりが邑南町の町長職

としてふさわしい金額をきちっと町の単独の報酬審議会をもった中で諮るべきであるってい

うことではじまったんだと思います。それまで、月額報酬をカットされるのが続いたり色々

あったけど、それは本当に正しいのかどうかを第三者に判断してもらうべきだっていうこと

ではじまったので、どういう形であれ報酬を変えるんであればきちっと報酬審議会にかけて

いただいて判断をして出すべきであって、手続き上も報酬審議会条例にはそうやって書いて

あるんだと思います。これは、給料であるから期末手当は関係ないよっていう意味では全く

ないと思います。前回はかけて今回はかけなかったっていう理由も、明確な理由は出てない

んだと思います。明らかに手続を一つ飛ばしただけである、町長の思いをきちっと形にする

んであれば報酬審議会にかけて意見を聴いて上程するのが一番正しくて、形をするために間

を飛ばすっていうことはあり得ない話だと思うんです。報酬審議会に今回かけなかった理由、



かける必要がなかったっていうことをもう少し明確にしてください。 

 

●山中議長（山中康樹）  総務課長。 

 

○三上総務課長（三上直樹）  今回、島根県知事の方も同じように期末手当の減額を提案

されているんだろうというふうに承知しております。島根県の方にも確認し、島根県の条例

等についても共有をさせていただいたうえで、島根県においても審議会にはかけずに提案を

されるというふうに伺いましたので、我々はこれで良いというふうに判断をしてこのやり方

でやらさせてくださいということで申し上げました。 

 

●大屋議員（大屋光宏）  ４回目駄目ですか。 

 

●山中議長（山中康樹）  関係することですよね。 

 

●大屋議員（大屋光宏）  ん～、同じ事。はい。 

 

●山中議長（山中康樹）  あ、ええです。最後に。７番。 

 

●大屋議員（大屋光宏）  ４回目で最後ですので。先ほどの話は元々人事院勧告とかに基

づいてやってきたけれど、そうじゃなくて邑南町独自できちっと判断をすべき、それは人事

院の勧告とか他の自治体のやり方を参考にしたうえで判断すべきであるってことで邑南町報

酬審議会を作った。県はそこにかけてようがかけてなかろうが、邑南町はどうなんだってい

うのはきちっと判断すべきだと思うんです。決して町長が今回下げられるのがいけないとか

悪いっていってるわけじゃないです。やはり、議会としても、議員としても報酬審議会に出

されて意見を聴いて出てきたのと、かけずに出てきたのでは判断がすごく違うし、負担感も

すごくおっきい訳です。人の給料を減らす話なので。だけど報酬審議会にかけて委員の皆さ

んが妥当であるとか、しない方が良いよそこまでする必要はないという意見があったとか、

もっとこれから厳しくなるかもしれないから先々も含めてどうするかって意見があったとか、

そういうのを含めたうえでの判断だと思うんですけど、そのために報酬審議会を作ってある

ので他の自治体がやってるやってないとか、県がこうだったっていうのは全く話し、参考に

ならないんだと思います。そのために作った条例なので、今回これを適用しなければこれを

廃止するなり意味がない、過去の経緯が全て無駄になる話だと思うんです。説明としては成

り立ってないし、明らかに手続き上必要な手続をとってない、なく出された条例っていう判

断になりますがよろしいですか。 

 

○日高副町長（日高輝和）  議長、番外。 

 

●山中議長（山中康樹）  副町長。 

 

○日高副町長（日高輝和）  失礼します。先程来総務課長の方から説明をさしていただい



ておるとおりでございます。確かに、大屋議員さんおっしゃいますようにこういう審議会に

かける必要のある事項ということも確かに考えなければいけなかった事だろうとは思いま

すけれども、この条例の条文に照らし合わせて判断をさしてもらったものでございます。確

かに、おっしゃいますように他の自体がどうあれ邑南町がどうなのかということはございま

すので、今後については取り扱いは慎重に行わなければならないとは思っておりますが、今

回は条例の条文の基づいて提出さしていただいたものでございますので、問題はないと考え

ております。 

 

●山中議長（山中康樹）  ほかにはないでしょうか。１２番、亀山議員。 

 

●亀山議員（亀山和巳）  この話はですね、新聞報道またはこの前の臨時会の時に町長の

あいさつの中で私たちが聞いたものです。その時の町長のあいさつの中でこの理由としては、

町長自身の政治的な考え方ということも述べられております。ですから、邑南町長としてこ

ういう対応をするんでなしに、政治家石橋良治さんとして町民に対する思いを表したいとい

うように私は理解しておったわけです。それでですね、全国的にもあっちこっちでこのと同

じような件が見受けられるわけですが、それぞれその自治体によって様子が違っております。

通常でゆうとまあ町長、副町長、教育長、議会といったそれぞれの責任割合に応じたもので

減額されておるところもありますし、この邑南町のように町長単独というとこもあります。

それから期末手当だけゆうとこもあれば、報酬を何パーセントかカットするゆうとこも色々

あるわけですが、この邑南町ではこの度出された案としては町長がひとりでその苦しい町民

の苦しみを共有するということで提案されたことですが、ほかの自治体の例を見た時に副町

長なり教育長ということもあります。議会としましては、この前の議員全協の時に議会とし

ての対応をどうすべきだろうかいうとこは協議はしました。そこでこの度のことにつきまし

て、副町長あるいは教育長の考え方についてお伺いします。 

 

○日高副町長（日高輝和）  議長、番外。 

 

●山中議長（山中康樹）  副町長。 

 

○日高副町長（日高輝和）  はい。確かにおっしゃいますように県内では、または国内様々

な自治体で色々な対応をされとることは承知をしておりますし、この度も私あるいは教育長

についてもどのようにした対応をしようかということで検討しておりますけれども、近隣の

市町の状況等まだ全部がわかっておるわけではありませんので参考にはさしていただいて

おります。まだ、今後どうするかについては対応しなければならない状況にあろうかと思い

ますが、この度は町長の意向もありましたので私それから教育長についての報酬について

は、失礼しました期末手当については上程を控えさしていただいとる状況でございます。 

 

●山中議長（山中康樹）  ほかにはないでしょうか。 

 

●山中議長（山中康樹）  無いようですので、議案第７４号の質疑を終わります。続きま

して、議案第７５号に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 



 

●山中議長（山中康樹）  ありませんか。 

 

●山中議長（山中康樹）  無いようですので、議案第７５号の質疑を終わります。続きま

して、議案第７６号に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 

 

（「ありません」の声あり） 

 

●山中議長（山中康樹）  無いようですので、議案第７６号の質疑を終わります。続きま

して、議案第７７号に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 

 

（「ありません」の声あり） 

 

●山中議長（山中康樹）  無いようですので、議案第７７号の質疑を終わります。続きま

して、議案第７８号に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 

 

（「ありません」の声あり） 

 

●山中議長（山中康樹）  無いようですので、議案第７８号の質疑を終わります。続きま

して、議案第７９号に対する質疑に入ります前に、本議案につきましては、地方自治法第２

４３条の２第２項の規定によりあらかじめ監査委員の意見を聴かなければならないことと

なっております。監査委員の意見については、お手元に配布しておりますとおりでございま

すのでご覧ください。それでは、議案第７９号に対する質疑に入ります。質疑はありません

か。 

 

●山中議長（山中康樹）  １２番、亀山議員。 

 

●亀山議員（亀山和巳）  地方自治法の改正又はほかの会社のほうの法律の改正に基づく

ものだと思いますが。これを条例が可決した場合、これまではいろいろ多額な賠償責任につ

いては議決でその権利を放棄したという事例もほかの自治体であります。このたびの条例が

これが可決された場合はその賠償額そのものが町長に対しては年俸の６倍、それから副町長、

教育長は４倍という係数が定められておりますが。これしか請求できないということであっ

て議決等は必要ないと理解してよろしいでしょうか。 

 

●山中議長（山中康樹）  三上総務課長。 

 

○三上総務課長（三上直樹）  本条例の制定につきましては、いわゆる免責の上限を決定

をする条例でございますので。それはいわゆるこの事案自体についての損害額等がかわるも

のではないんだろうというふうに考えております。従いまして、その判断についてどのよう

な議決がされるかどうかということに関しましてこれがあるから議決がないということに



はならないのかなというふうには考えております。 

 

●山中議長（山中康樹）  １２番。 

 

●亀山議員（亀山和巳）  これは予算とかに関しては議決は必要だと思いますが、そうい

った事例が起こった場合に請求額がそこで町長の場合６倍以上だと免除するいうことがあり

ます。その請求額について議決は必要ないかということです。 

 

●山中議長（山中康樹）  それではただ今より休憩といたしたいと思います。それでは再

開は１０時５分とさせていただきます。 

 

―― 午前９時52分 休憩 ―― 

 

―― 午前10時５分 再開 ―― 

 

●山中議長（山中康樹）  再開をいたします。副町長。 

 

○日高副町長（日高輝和）  すぐ答えられませんでして申し訳ございませんでした。議会

に議決についてのご質問でございます。地方自治法の第９６条第１項の１３号でございます

が、損害賠償の額を定めることについては議会の議決が必要でございますので、当然そうい

うその職員に対する損害賠償の額についてのことについても議会の議決を必要であろうと

いうふうに解釈しております。そのうえで今回の条例はその免責額はいくらかというふうに

規定をするものでございます。 

 

●山中議長（山中康樹）  ほかはありませんか。 

 

（「ありません」の声あり） 

 

●山中議長（山中康樹）  無いようでございますので、議案第７９号の質疑を終わります。

続きまして、議案第８０号に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 

 

●山中議長（山中康樹）  ７番、大屋議員。 

 

●大屋議員（大屋光宏）  ８０号の一般補正予算第３号についてですよね。ページの２２、

２３ページの商工費の商工業振興費の邑南町新型コロナウイルス対策事業費です。今回、飲

食店等に対して１５件分３００万円の増額の補正をするもんだと思います。感染症対策につ

いて状況が逐一変化しておりますので、その時々に必要な対策っていうのはあるんだと思い

ます。２ヶ月前にこの事業を作った時には、その時はその時でこれは必要なもんだと理解し

てます。ただ、２ヶ月経って今の状況を見ますと、どの事業者も業種問わずに全ての事業者

が何らかの感染症対策をしたうえで、売り上げを維持するための方策、新たなサービスなり

商品開発をしなければならない状況だと思います。この状況の中で、１５件分ほど宿泊飲食



業のみに対して補正を組むというのはいかがなものなのか。同じ事をするのに補助を受けれ

る業種と受けれない業種が有るっていうのは問題だと思うんですが、混在した状態が６月の

この議決以降は出るっていうことでよろしいですか。 

 

○寺本商工観光課長（寺本英仁）  議長、番外。 

 

●山中議長（山中康樹）  寺本商工観光課長。 

 

○寺本商工観光課長（寺本英仁）  はい。えぇっと、ご質問の邑南町新型コロ、コロナ対

策事業ということで、えぇまぁ前回専決の方でえぇ予算の方を付けさしていただいとりまし

て、まぁその時に５００万の予算を付けさしていただいとりますが、えぇ現在えぇ２５件を

予定しとりましたが、２７件のえぇ申し込みがございました。で、その時点で、す、えっと

既に１５件分の申し込みがあって、今まってる、待ってもらってるという状態でございます

ので、えぇまずはあのそちらの飲食宿泊の方で、えぇ待ってる方のえぇ１５件分をえぇ対応

してしたいということで今回の補正予算の方に上程さしていただきました。以上となります。 

 

●山中議長（山中康樹）  ７番。 

 

●大屋議員（大屋光宏）  ２ヶ月前は、特に飲食店等に対してお客さんが来なくなる、ま

たは県外とか他方面とか来られても感染症のリスク高い、まあ影響が飲食業宿泊業に対して

はすごく大きいということで組んだんだと思います。確かに今待っておられる方もあるかも

しれませんが、同じ状態は他の業種にも広がっていることを考えれば、これから先補助を受

けて同じ事をできるとことできないとこが出るんであれば、対象業種を拡大してほぼ全ての

業種にするなり若しくはこの状態でも宿泊飲食業のみを支援しなきゃいけないんだよという

明確な理由がないと現場は混乱すると思うんですが、対象業種を拡大することはできないん

ですか。 

 

○寺本商工観光課長（寺本英仁）  議長、番外。 

 

●山中議長（山中康樹）  寺本商工観光課長。 

 

○寺本商工観光課長（寺本英仁）  はい、えぇ確かに、あのこの状況にありますと他業種

の方にも影響が出てると思いますが、やはりえぇと飲食業宿泊事業者が一番のえぇ甚大な被

害はえぇ認識しております。また、町外からの感染防止をふく、考えましても、飲食業宿泊

業者かろ、の事業に関しましてはえぇたくさんの町外からのえぇ方が来られるということで、

まずはえぇそこに対してえぇ感染予防していきたいというふうに考えております。以上とな

ります。 

 

●山中議長（山中康樹）  ７番。 

 



●大屋議員（大屋光宏）  ３回目ですので。２ヶ月前はそのとおりであって、その必要が

すごく高かったんだと思います。で、まだそれを対応されていない飲食店があるのでそれを

しなきゃいけないのかもしれないですけど、同じ状況は他の業種も広がっているんであれば

補正で追加をするっていうよりは、対象も広げたうえで追加の予算を組まなければ今の状況

に対応していないんだと思います。飲食店のみに対してのみ今回補正をするってことはなか

なか認めがたいのかな。他業種まで含めて広げるから補正をするっていうことであれば今の

状況に対応してると思うんです。補助事業でこれだけ現場の状況が変わってる中で、２ヶ月

前の状況で同じように補正をして増額するっていうのは難しいと思うんですけど、飲食業以

外の方に対しては今後何らかの支援が考えてあるのか。もうそれは対応しないっていう事で

やるのか。そこを明確にしてください。 

 

●山中議長（山中康樹）  寺本商工観光課長。 

 

○寺本商工観光課長（寺本英仁）  えぇ、まずは町の思いとしましては待たれている飲食

宿泊業者の方へ優先して、えぇ１５件の補正を組まさしていただきたいというふうに考えて

おります。えぇそれ以降確かにほかの業種にもえぇ被害があるということは認識上しており

ます。えぇそれ以降ですね、島根県のほうでも邑南町と同じようなえぇ飲食宿泊業をモデル

としたような事業が出ております。まぁそれはですね、他業種にも広げるようになっており

ますので、まぁ今後ですねそういった県の事業をくかくめ、あの加味しながら事業の方をえ

ぇ検討していきたいというふうに考えております。以上となります。 

 

●山中議長（山中康樹）  ほかにはないでしょうか。 

 

●平野議員（平野一成）  はい、３番。 

 

●山中議長（山中康樹）  ３番、平野議員。 

 

●平野議員（平野一成）  今の同じ所で質問さしてもらいますけれども、先の町長の報告

の中で、５月２９日現在でたしか２７件の申請があるというふうにあったと思いますけれど

も、本日も先ほど２７件という話をされました。で、１５件分は申し込みがあるというふう

に言われたと思いますけれども、それは間違いないでしょうか。 

 

●山中議長（山中康樹）  商工観光課長。 

 

○寺本商工観光課長（寺本英仁）  現在聞いているところではえぇ１５件分というところ

ですが、まぁというふうにおも考えています。 

 

●平野議員（平野一成）  はい。 

 

●山中議長（山中康樹）  ３番。 



 

●平野議員（平野一成）  ５月２９日時点から今日までに申請された方が変わってないと

いうことは、そのあとの方についてはどういう状況になっとるのか教えていただければと思

います。 

 

○寺本商工観光課長（寺本英仁）  議長、番外。 

 

●山中議長（山中康樹）  商工観光課長。 

 

○寺本商工観光課長（寺本英仁）  はい、えっと２７件については既に申請をいただいて

おります。で、残りの１５件分は今商工会やえぇ町の方で設置をしておりますお金の相談窓

口でえぇ相談を受けているえぇ数を想定しておりますが、まぁそれが申請になるかどうか対

象になるかはまだえぇ把握してない状況です。以上となります。 

 

●山中議長（山中康樹）  ほかにはないでしょうか。 

 

●山中議長（山中康樹）  １２番、亀山議員。 

 

●亀山議員（亀山和巳）  議案の７４号に関連するわけですが、この度の町長の期末手当

の返上について、この度の補正予算の中にも当然、補正予算案の中にも当然それは加味して

あろうかと思いますが、探してみるところで給与費の明細書では明確にあこに出てくるわけ

ですが、ほかの歳入、歳入はないでしょうが歳出面等で特段これがこの事業に充てるんだと

いうところがありましたら、どこにあるのかゆう事を教えてください。減額と歳出の項目と。 

 

●山中議長（山中康樹）  白須財務課長。 

 

○白須財務課長（白須寿）  町長の期末手当の減額につきましては、予算書の事項別明細

書の８ページ９ページでございます。２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費の右の

ページでございますが、３節の職員手当と３７７万６，０００円がございます。ほかの一般

職員の給与などで増額がありますので、町長の減額１４４万円を引いたあとの額がこの３７

７万６，０００円となっております。以上です。 

 

●山中議長（山中康樹）  １２番。 

 

●亀山議員（亀山和巳）  この減額が、町長の気持ちとしては町民の苦しい状況に寄り添

うと言うことでした。ほかの自治体の例を見ますと、それを具体的にコロナの何々の事業に

充てますとかいうような事を出されとる自治体もありますが、この度のこの補正については

歳出面でコロナの対策費のどっかに当てはめるいうことは歳出の方ではありませんか。 

 

●山中議長（山中康樹）  財務課長。 



 

○白須財務課長（白須寿）  町長の期末手当につきましては、一般財源の減少という歳出

上の扱いをいたしております。歳入との調整につきましては、財政調整基金の繰り入れを減

額して歳入とのバランスをとっております。 

 

●山中議長（山中康樹）  １２番。 

 

●亀山議員（亀山和巳）  もういっぺん聞きますが、この１４１万円ゆうものを歳出の方

でこの度は上げてはないという理解をしてよろしいでしょうか。 

 

●山中議長（山中康樹）  財務課長。 

 

○白須財務課長（白須寿）  減額の１４４万円につきましては、特別財源を充当している

ものではございませんし、一般財源の取り扱いといたしております。ほかに、これに代わる

事業を予算計上するということはいたしておりません。以上です。 

 

●山中議長（山中康樹）  ９番、日野原議員。 

 

●日野原議員（日野原利郎）  先ほどの商工費のコロナウイルス対策事業の３００万の件

で、これは質問ではございませんでご検討いただきたいということで、私の気持ちを申させ

ていただきます。先の５００万と今回３００万ということで、各事業者一日も早く以前のよ

うな営業活動ができるように我々も願っておるわけですが、これだけ感染症対策ということ

で補助金を出して対策をやっていただいとるんで、どうですかテレビ等でも報道あるんです

が、うちの店はこういった対策をしてますよとゆうことで来客者に非常に安心して店に入っ

ていただける。そういったなんかの試みが必要ではないか。ただ感染症対策で補助金を出し

てやりました。何をしたんですかということなんで、ある程度その辺も含めて各店舗でそう

いった発信をして、ゼスチャーをしてお客さんにどうぞ来てくださいと、ゆうようにやるべ

きではないかと思うんですが、その辺のことを今後ご検討いただきたいとゆうように思いま

す。 

 

○寺本商工観光課長（寺本英仁）  議長、番外。 

 

●山中議長（山中康樹）  商工観光課長。 

 

○寺本商工観光課長（寺本英仁）  はい、あの今補助金をえぇ受けられた方に事業者方に

対し、対しましては、えぇお店の前にえぇ感染予防やっておりますということのえぇ看板な

りえぇそういったものをえぇ作ってください貼ってくださいということで既に貼っていた

だいてるようなえぇ飲食店もございます。えぇ更にですねえぇそういった感染予防対策やっ

ているということをですね、えぇ来られた方に安心していただけるようにえぇ補助金をえぇ

支給する場合は、あの事業者の方にお願いをしていきたいとゆうふうに努めていきたいと思



います。以上となります。 

 

●山中議長（山中康樹）  その他、議案第８０号には質疑はありませんか。 

 

●山中議長（山中康樹）  はい。無いようでございますので、議案第８０号の質疑を終わ

ります。続きまして、議案第８１号に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 

 

（「ありません」の声あり） 

 

●山中議長（山中康樹）  無いようですので、議案第８１号の質疑を終わります。続きま

して、議案第８２号に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 

 

（「ありません」の声あり） 

 

●山中議長（山中康樹）  無いようですので、議案第８２号の質疑を終わります。続きま

して、議案第８３号に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 

 

（「ありません」の声あり） 

 

●山中議長（山中康樹）  無いようですので、議案第８３号の質疑を終わります。続きま

して、議案第８４号に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 

 

（「ありません」の声あり） 

 

●山中議長（山中康樹）  無いようですので、議案第８４号の質疑を終わります。以上で、

議案第７４号から議案第８４号までの質疑は、すべて終了いたしました。 

 

～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

散会宣告 

 

●山中議長（山中康樹）  以上で、本日の日程は全て議了いたしました。本日は、これに

て散会といたします。 

 

―― 午前10時19分 散会 ―― 
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